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予約方法　電話で直接、医療機関に予約をしてください。

▶子宮頸がんになる方は20,30歳代で多くなり、
30歳代後半からピークを迎えます

▶初期は症状がないため、気付きにくいです
▶検診を受けることでがんになる

前に発見できることもあります
▶短い時間で検査できます

集団健診では、子宮頸がん検診以外の検診も一緒に受けられます♪
健診項目：特定健診・若年健診・胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・前立腺がん・肝炎

集団健診スケジュール
健診日程 会場 定員 申込締め切り

3 月 17 日（金） 健康福祉課
別館 150 名 2 月 13 日（月）

3 月 18 日（土）

医療機関 福岡ゆたか
中央病院

有馬
産婦人科

医院

田中
産婦人科
クリニック

みずほ内科
レディース
クリニック

期間 令和5年3月31日まで 令和5年1月4日～3月31日
受付開始日 現在受付中 12月1日～

料金 1000円 1300円

受付時間
午後1時30分～

4時30分
（月～金曜日）

午前9時～正午
午後2時～5時

水曜日・土曜日のみ
午前9時～正午

※日・祝日を除く

午前9時～午後0時30分
午後2時～5時

水曜日・土曜日のみ
午前9時～午後0時30分

※日・祝日を除く

午前9時～正午
午後2時～5時30分

土曜日のみ
午前9時～正午

※日・祝日を除く

TEL
☎26-2327

または
☎26-2462

☎22-0833 ☎26-8868 ☎28-8066

〈 問い合わせ 〉健康⻑寿課健康推進係 TEL 25-2115 

子宮頸がん検診の予約受付開始！
〜市内産婦人科で受けてみませんか？〜

検診項目、料金等詳しくは
市のホームページへ

特定健診やがん検診など
集団健診のオンライン申込は

こちらから

（　　　　　　　　） （　　　　　　　　）（  　　　　　　　　）

 「若いから⼤丈夫」?
 若いからこそ、受けましょう!

引⽤：all women.jp「⼦宮頸がんってどんな病気？」
https://allwomen.jp/about/what.html
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資 格  …次のすべてを満たす人
①奨学補助金を受けたい人とその保護者の住所が直方

市であること
②直鞍地区内の高校等 ( 定時制、特別支援学校、高等

技術専門学校を含む）に在籍し、今年度末卒業見込
みの人で、学校長の推薦を受けた人

③音楽、美術、書道、写真等の文化芸術分野の高等教
育機関（大学、短期大学、高等専門学校）、専門学校
等への入学試験に合格し、進学先での明確な目的意
識と高い意欲を持ち、高い志があると認められる人

④同一の就学について、市の他の制度による補
助を受けていないこと

給付金額  1 回 10 万円（返還の必要はありません）

申込方法  現在通学している学校を通じて
申込期限  来年 3 月 24 日（金）
交付決定  市が規定する所得以下であること
と、学業成績から決定。原則、各学校から
1 人まで

《問い合わせ》文化・スポーツ推進課 社会教育係（TEL 25-2326)

　市出身の世界的な写真家・鋤
す き た

田正
まさよし

義さんから「文化芸術関係の学校に進む郷土の若者の夢を応援したい」と
寄せられた寄附金により創設されました。返済の必要がない「給付型奨学金」です。

直⽅市文化芸術奨学補助⾦ 奨学生募集

問い合わせ：健康長寿課高齢者支援係
　　　（TEL 25 ー 2391）高齢者による自主活動団体のご紹介

　発足して24年。いきいき百歳体操、
かみかみ百歳体操、にこにこ健康体操、
食育講座など笑顔で体力作りをしてい
ます。

発  足   平成 10 年
と  き  毎週水曜日 

　　　　午後 2 時〜 3 時 30 分
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笑顔いっぱい♪♪

みんな元気です !! ストレッチもしています

南 寿 会

納めた国民年⾦保険料は全額が社会保険料控除の対象です
≪社会保険料（国⺠年⾦保険料）控除証明書の送付≫　
　国民年金保険料は、社会保険料控除としてその年の課
税所得から控除され、税額が軽減されます。 
　11 月上旬（10 月 1 日〜 12 月 31 日に今年初めて国
民年金保険料を納めた人は来年 2 月上旬）より、日本
年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明
書」が送られる予定です。年末調整や確定申告まで大切
に保管してください。 

≪控除の対象保険料≫
　令和 4 年 1 月〜 12 月に納められた全額で、自身の
保険料だけではなく家族（配偶者やお子様等）が負担す
べき国民年金保険料を支払っている場合は、その保険料
も合わせて控除が可能です。 
≪控除の方法≫
　年末調整や確定申告の際に、社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書や領収証書など保険料を支払ったこと
を証明する書類を添付してください。

問い合わせ…直方年⾦事務所（TEL 22-0891）

化 芸 術 の 夢 を 応 援 し ま す文


